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岩手医科大学歯学会20周年記念シンポジウム＊

歯科医療におけるQOL（quality　of　life）を考える

　　　　　モデレーター：石川　富士郎

シンポジスト：甘利　英一，上野　和之，田中　久敏

特別発言者：箱崎守男，佐藤政直

（受付：1995年6月15日）

　石川：これから本学会20周年記念事業の一

っとして，記念のシンポジウムを開かせていた

だきます。お手元には各シンポジスト，特別発

言者の方々の御発言の要旨並びに御略歴が掲載

されていますので，それらを御覧になっていた

だきます。今回の記念シンポジウムは，「歯科医

療におけるQOL（quality　of　life）を考える」と

いう題です。ただいまは行天良雄先生の記念講

演を拝聴して大変インパクトの強いお話で，そ

の感銘が未だ消えやらない中でのシンポジウム

をこれから始めさせていただくわけです。当

然，先ほどの御示唆をいただきましたことなど

各シンポジスト，特別発言者の方々も踏えてお

られるかと思います。

　では，これからシンポジウムをはじめます。

各シンポジスト，特別発言者の方は御自分の持

ち時間をできる限りお守りを下さい。残された

約1時間をお集まりの会場の皆さん方の御発言

をいただきます。学会員の皆様が，一堂に会し

てこの20周年記念のシンポジウムを意義ある

ものにさせていただくように，よろしく御協力

をお願い申し上げます。お話を伺う前に御発言

を下される方々が，会場の最前列でお座りで

す。学会員の皆様は御存知の方々ですのでその

都度，御紹介するのはどうかと思いますので，

まずここでお一人お一人その席で立っていただ

き御紹介に代えさせ

ていただきます。

　最初の御発言をい

ただきます甘利英一

教授。現在，本学小

児歯科学教授をお務

あです。（拍手）

　次に，上野和之教

授，同じように本学

の第二保存学教授を

お務めです。（拍手）

　3番手に御発言をいただく田中久敏教授で

す。本学第一補綴学教授をお務めです。（拍手）

ありがとうございます。

　三方からは，それぞれのテーマでお話を拝聴

します。今回，特別発言をいただく方をお二人

御指名をしています。

　お一方は，箱崎守男本学会評議員，本学歯学

部の第1回卒業生です。（拍手）現在，日本歯科

医師会の理事，並びに岩手県歯科医師会の専務

理事というお役を担われ，特にご開業のかたわ

ら医政面で御活躍をいただいています。ありが

とうございます。

　もう一方，特別発言者としては佐藤政直会員

をお迎えしています。（拍手）本学の第4回の卒

業生で，ご開業のかたわら主として盛岡市の歯

＊平成6年11月19日（：D14：15～16：45岩手医科大学歯学部講堂において開催された。
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　　　　　　　　　　　　　　　本シンポジウムのねらい

　新しい世紀を間近に迎えて，若年層の減少，高齢者の増加で表現される，我が国の人U年齢構成の急

激な変化，有病率の高かったう蝕症，歯周病の二大歯科疾患の構造変化，歯科疾病の治療から予防に，

さらには口腔保健，健康増進への歯科医療体制の転換など，単に歯科医療を担う側のみならず，それを

受ける国民サイドのニーズやその価値観は刻々と変化を来している。

　学会は，新しい歯科界の立派な担い手の養成を目ざし日々教育，研究，診療の実践が行われている場

の大学内にある。

　節目の記念に当たり，主題のシンポジウムが企画された。この機に，医療人，受療者のみならず社会

全般で，quality　of　lifeを重視した歯科医療のあるべき姿をどう考え，実行したらよいかを時間のゆる

す限り討論をしてみたい。幸いに，人学に籍のある3名のシンポジストの方々からは，特に幼少期，壮

年期；老年期のところに焦点を合わせて御高説を伺う，また日常医療の実践を，そして医政面にも造詣

の深い2名の特別発言者の方からの御意見を伺った上で，参加下された多数の方々の発言を頂戴して有

意義なシンポジウムの展開を望みたい。

科医師会を中心として御活躍をいただいていま

す。いずれの方々も医療面，そして医政面での

実践者ですので，主題に対して期待されるお話

が伺えるのではないかと思います。

　それでは，限られた時間です。今回のシンポ

ジウムが持たれました意図にっいては別掲のと

おり私の「本シンポジウムのねらい」を記録さ

せていただきました。それぞれの講師の方もそ

のようなことを含めて話題をお出しいただける

ものと思います。まず本席の進め方は，最初に

20分ずつシンポジストの方にお話をいただき，

次に第2回目の補足のこ発言を5分ほどいただ

きます。その後，お二方の特別発言を約7分ほ

ど頂戴し，多少のまとめの後に会場の皆様方か

らの御発言をいただく予定です。そこでシンポ

ジウムの後半をにぎわしていただきたいと思、っ

ています。

　それでは，第一席として甘利教授に御発言を

いただきます。甘利教授には，小児に対して日

常御診療をされているわけで，「21世紀にむけ

ての小児歯科の口腔保健と診療」一歯列育成の

たあの離蝕，歯周疾患の予防一ということでお

話しをいただきます。どうぞお願いいたしま

す。

　甘利：21世紀を間近に迎え，高齢社会に対応

した健康政策として，新しい医療の課題に生活

環境基準の向上を掲げて，厚生省は8020運動

を提唱しています。この運動は，子供を預る者

としては，乳児期から生涯の口腔保健を目標に

取り組みこのことに

よって初めて意義が

あって，この運動の

成否が定まってくる

と思います。

　今回は，岩手を中

心とした歯科疾患の

現状から，小児の歯

科の視点から虫歯と

歯周疾患の予防など

について少々触れてみたいと思います。

小児の麟蝕について

　麟蝕はっい最近，平成5年度の厚生省から出

された歯科疾患の実態の速報で，有病者率は1

歳で8．3％，それから3歳で59．7％と，乳歯咬

合完成期までに半数以上が齢蝕に罹患していま

す。6歳までは何と88．4％，ほとんどの小児が

虫歯に罹患しています。また，乳歯の未処置歯

数の率は，3歳で大体54．6％，6歳では69．2％

であります。全国的には乳歯麟蝕は昭和60年

から減少傾向を見せています。少し停滞傾向で

あると思いますけれども，岩手ではいまだに放

置されている状態です。永久歯齢蝕では，小学

校時代に大体4．5本，中学校時代に3．3本，高校

生時代に2．3本で，二十歳になりますと有病者

率100％，未処置歯率が66．1％です。義務教育

の期間に多くの虫歯が発生しています。

　ところで，平成5年度の岩手県の報告では，
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1歳6ヵ月の歯科健診において，麟蝕有病者率

が9．6％で，1人平均鱈歯数0．3歯で，3歳児で

は，62．5％，1人当たり3．6歯と増加してます。

しかも，この成績は全国的に見ますとはるかに

高い状態にあります。

　この状況を県内保健所別に見てみますと，岩

泉，久慈，二戸の県北ほど鶴蝕率，一人平均麟

歯数は高く，盛岡市や県南地区はさほどではあ

りません。

　このことは歯科医院数及び小児歯科標榜医一

保健所に登録されている一県下における保健所

別の分布からみても，大変，問題になる点では

ないかと考えます。また，岩手県下の小児麟蝕

の有病者と未処歯者の状況を年代的区分で見た

ものでは，平成4年度の1年間で1歳6ヵ月か

ら18歳ぐらいまでの有病者総数は，約26万2

千人，しかも未処歯者数は約14万5千人です。

　最近，小児歯科を訪れる患者には，虫歯がな

く，予防処置を希望して来院される方もかなり

ありますが，岩手県での1歳6ヵ月児では，鶴

蝕罹患型のA型が9．9％，3歳ではA型が
27．7％です。B型が30．4％，　A型からB型へと

悪質な麟蝕罹患型への推移が見られます。中に

は2歳7ヵ月で，麟蝕の罹患型，厚生省分類で

はC型というランパントタイプのものがあり，

両極端な状態にあるのが岩手県の子供たちで

す。

　ところで，先程，岩手県下における患者の爾

蝕データを示しましたが，県内の患者全員を1

年間，県内の小児歯科認定医40名ほどが診療

を担当するとするならば，1認定医が年間約3

千500名ぐらい分担しなければなりません。ま

た，保健所に登録されている小児歯科標榜医が

71名おれらますので，この方々は年間1，960名

の患児を診ることになろうかと思います。県下

の全歯科医数が現在約490名余で，1歯科医当

たり約280名の小児歯科診療を担うことになり

ます。年間でこの数ですから2年，3年と重な

ればどのようなことになりましょうか。おわか

りになるかと思います。麟蝕処置よりもむしろ

鶴蝕予防にっいて早い時期に対策を練る必要が

あると私は思っています。

小児の歯周疾患について
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　次は歯周疾患です。Listgartenらが歯肉炎は

歯周炎に移行することはないと申しています。

これは次のシンポジスト上野教授の方がよく御

存じかと思います。しかしながら，昭和63年

（1988年）の日本歯科医学会委託研究では，歯

肉炎の有病者率が1歳6ヵ月児で31．9％でし

た。3歳児では33．7％と，成人より高い値を示

し，2歳児のうち3分の1に歯肉炎が見られま

した。9歳児で，64．9％と半数以上の子供たち

が罹患していました。このような値は長野県南

信地区における宮崎らの報告（1994年）でも，

小学校高学年児が88．9％，中学生が85．5％で歯

肉炎が年少時から発症しているという現状で

す。

　この傾向は昭和63年（1988年），岩手県下に

おける1歳6ヵ月から12歳までの調査成績で

も，1歳6ヵ月で85．6％，3歳児で98．9％，9

歳児で99．1％，12歳児で98．6％と歯肉炎の有

病者率が長野の南信地区よりも更に高い状態に

ありました。3歳6ヵ月児での上顎正中部の歯

間乳頭部と上顎左右乳切歯の辺縁歯肉と，下顎

左右乳切歯のそれが軽度に発赤している歯肉の

状態，2歳3ヵ月児の上下顎左右側中切歯から

歯間歯肉と辺縁歯肉が顕著に発赤腫脹している

ものを示します。これらの歯肉炎をもつ患児は

外来でもよく見られます。

　6歳児での左側の側切歯から右側のそれまで

の歯肉乳頭部の腫脹がみられます。また9歳児

で上顎両側中切歯とその歯間乳頭および辺縁歯

肉部の清掃が不十分で発赤腫脹が認められる症

例を示しましたが，このような状態は，加齢と

ともにその症状が著しくなってきます。これら

歯肉炎，歯周炎に対する基本的な予防対策は，

御存じのように唯一プラークコントロールで

す。ブラッシングをよく行うことが将来の歯周

炎のリスクを低くすることから，まずは歯肉炎

の予防対策が重要であると思っています。

　それでは将来の歯科はどうなるかを考えてみ
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ますと，我が国の現状の健康保険制度下では，

早期発見，早期治療の第2次予防に主眼が置か

れます。すなわち麟蝕治療が歯科臨床で，頻度

の高い処置です。しかし過去の多くの報告から

は，これが十分な予防効果かというと，その成

績は上がっていません。他の先進国の鯖蝕予防

対策と比べて大変立ちおくれ，改善の徴候が見

られていないのが現状ではないかと思います。

ところで，第2次予防による処置では，石村ら

の報告では修復物の寿命は平均6．1年，再修復

または抜歯されてしまうもの。2次麟蝕での修

復物の脱落，破折，あるいは歯髄炎，根尖性歯

周炎など，その頻度が高いといっています。一

般的に行われている修復処置は半永久的処置と

はなっていません。定期的なリコールによるメ

ンテナンスを実施している歯科医が少なくこの

点を考えますと，多くの修復は再修復を繰り返

して，最終的には抜歯されてしまうのではない

かと推測されます。さらに，歯の喪失について

鈴木らは，踊蝕に起因するものが62％，歯周疾

患によるものが30％で，また木村らは歯の喪

失が同じように麟蝕によるものが55．5％，歯周

疾患によるものが38．4％と報告しています。し

たがって，歯の喪失の原因は鯖蝕によるものが

多いということから，いかに願蝕の予防対策を

優先することが大切ではないかと考えます。

　以上まとめてみますと麟蝕の予防は乳歯列期

の早い時期から対策を練って，いろいろと対応

していくことが大切ではないかと思います。さ

らに，歯周疾患の基本的予防に対しても，診療

室での歯科医による定期的な口腔清掃とか歯石

除去ということが効果的で必要であると思いま

す。

　最後に，21世紀にむけての歯科医療は，診療

のQOL向上のために，小児期，思春期の歯科

保健を優先すること，鯖蝕や歯周疾患の予防，

広範囲なフッ素の応用，代替糖の活用，口腔清

掃指導，医院でも定期的な診査ということ，「削

らない」，「詰めない」歯科医療の実践にあるこ

とだと考えます。今後21世紀にむけての歯科

医療は，口腔の健康と機能の保持とか増進を図
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る第1次予防にあるのではないかと思います。

　石川：ありがとうございました。QOLを考

える中で，発育期においての歯科疾患の現状か

ら治療の限界，そしてどう対応していくかとい

うお話をおまとめいただきました。

　それでは，第2席の上野和之教授にお願いい

たします。

　上野：歯周病の立

場からは「歯の寿命

を決めるもの」とい

う内容でお話をさせ

ていただきます。本

日のメインテーマ

は，「歯科医療にお

けるQOLを考え
る」ということであ

りますが，このQOL

すなわち「quality　of　life」の意味するところは

幅が広いようであります。

　ある偉い英文学者が，日本語の「未練」と「生

きがい」という言葉は訳しにくいと述べていた

ことを覚えています。ある新聞社の論説委員の

方は「QOL」の訳を「生きがい」が適切ではな

いかと言っており，私もそのように受けとめて

います。御存じのように，我が国は世界一の長

寿国となり，平均寿命が80歳になんなんとす

るところまで伸びております。それでは，それ

に応じて歯の寿命も伸びたかというと，その辺

はどうも問題があるようです。歯科医療におけ

る「QOL」については，治療を施される側と，

施す側がありますので，その両者の価値観が一

致しませんと，これが「QOL」であると決めっ

けることはできないようです。日本歯科医師会

雑誌に，昭和59年（1984年）からは「歯は，命，

一生自分の歯で食べよう」という言葉が表紙を

飾っておりましたが，この数年は「8020運動」

に代わりました。人間の寿命にできるだけ歯の

寿命を近づけようとすることが，「歯科医療に

おけるQOL」ではないかと思っています。

1．人の寿命と歯の寿命
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　平成6年（1994年）9月の日歯広報に掲載さ

れた最近12年間の歯の寿命を見ますと，本学

歯学部の第11期生が卒業した昭和56年（1981

年）頃から，歯の寿命は延びる微候を示し，昭

和62年（1987年）までは緩やかに，その後本学

の23期生が卒業した昨年の平成5年（1993年）

までは急速な延びを示しています。全体的には

切歯や犬歯は下顎の方が，また大臼歯は上顎の

方が寿命は長い傾向にありますが，12年間の統

計を見ますと，特に下顎大臼歯部での延びが顕

著で，6歳ほど歯の寿命が長くなっています。

それでも，噛むために重要な大臼歯は犬歯や切

歯に比べますと，5歳から18歳くらい短く，人

間の寿命にはまだまだ30年程及ぼないようで

す。歯の寿命を長くするために活躍しているの

は，勿論歯科医師であることは言うまでもあり

ません。しかし，おかしな話のように思われる

でしょうが，歯の寿命は昭和56年（1981年）が

どん底であり，それ以前はむしろ長かったとい

う報告もあります。これは歯科医の増加が歯の

寿命を縮めているのではなく，歯科医が足りな

かったため，本来，抜かなければならなような

悪い歯を抜けないでいたという方が正しいのか

も知れませんので，先ず歯科医師数の変化に目

を向けてみたいと思います。

2．歯科医と人口

　人口10万人当たりの診療従事歯科医師数を

昭和10年（1935年）から昨年まで調べたのも

を見ますと，実際の歯科医師免許取得者の数は

これよりも昭和45年（1970年）までは若干名，

その後は1，2割多くなっています。昭和50年

（1975年）までの40年間は10万人に対して30

人から35人の間を行き来していました。しか

し，昭和59年（1984年），本学の14期生が卒業

した年に，一応の適正数とされた10万人当た

り50人を越えてからは，増加の一途を辿り，平

成4年（1992年）に60人を突破して，現在では

65人になっています。

　同じように人口の推移については，昭和10

年（1935年）の6，800万から現在では1億3，000
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万を多少越えたところにあります。統計学的に

みますと，平成22年（2010年）に最高値を示し

ますが，それでも1億4，000万人には達しない

ということであり，その後は減少傾向で，21世

紀の終わり頃には8，800万人までに減ってしま

うということです。これらの人口を3っの年代

に分けてみますと，14歳以下の若年層は昭和

10年（1935年）の4，500万人から8，500万人ま

でに増加していますが，このグループの全人口

に対する増加率は，この30年間では殆ど差は

なく，67％から69％程度であるのに対して，

65歳以上では5％から14％へと3倍に達する

著しい増加を示し，その分14歳以下は36％か

ら17％の半分以下に減少しています。何れこ

の両者間に逆転現象が起こることは必至なので

す。また，昨年生まれた人口が120万人弱であ

り，55歳人口の160万人よりも少ないことや，

先ほどの120万人弱という数は68歳の人口と

ほぼ一致しているということです。このことを

みましても，高齢化社会を迎えたわが国で「歯

は命，生涯自分の歯で食べよう」というキャン

ペーンに近づけることを「歯科医師と患者の

QOL」としますならば，高齢化と共に歯周治療

の需要が増してくるという甚だ手前味噌の現実

が迫ってきています。しかしその一方で，一昨

日のNHKレポートにもあったように，65歳以

上の1，700万人のうち，7％に相当する120万人

が老人性痴呆であり，その中の3割前後がアル

ッハイマー症であるという，今の若い方々には

大変気の毒な社会に向かいっっあるということ

を掛け値なしでお伝えしなければなりません。

3．寿命を左右する要因

　「寿命を左右する要因」についてみますと，寿

命の決定権は歯に限らず，生命体のほうであっ

ても，先ず第1にもって生まれた体質，即ち

「素因」，次いで健康に対する自己管理，即ち

「養生」，最後に楽ではない状態，いわゆる英語

でいうところのdisease，即ち病気に対応して

くれる「医師の選択」の3者によって決定づけ

られるのではないかと思います。歯の寿命につ
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いても全く同様であると思いますが，多少異な

るところがあるとしますと，「医師の選択」につ

いては「歯の寿命」の方が選択の幅が広いとい

うことではないでしょうか。歯の場合は寿命が

尽きたからと言って，抜歯してもその後には入

れ歯によって機能回復ができますので，治療を

受ける側と施す側の歯に対する人生観や価値観

の違いによって，歯の寿命の取り扱いについて

もいろいろな選択肢があります。生命体の寿命

では燃え尽きますと人生一巻の終わりですの

で，選択肢はかぎられます。本日は，歯の寿命

を伸ばすための3っの要因を主体に臨床例でお

話をさせていただきます。

　最初に「素因」が関与していると思われる症

例ですが，初診時19歳の男子で，前歯の動揺を

訴えて昭和46年9月に来院しております。歯

肉の炎症はそれほど高度ではありませんが，既

に切歯部や第1大臼歯部以外にも骨吸収が生じ

ていた，古くは「歯周症」，現在では全顎型の若

年性歯周炎の例です。ご両親も40歳代で可撤

式義歯を装着していたそうですが，この方は13

年経った昭和59年にご自身の資料を提供して

下さいました。歯科医療に従事している方でも

あり，ご本人は十分なプラークコントロールを

実施してきたとのことですが，その努力にも拘

わらず歯周病は進行しておりました。現在で

は，上顎の切歯2本と大臼歯3本を既に喪失し

ています。このように素因も加わり，病変の進

展を防ぎにくい歯周病も実際には存在していま

す。

　次に「養生」の点で問題のあった初診時31歳

の男性の症例です。この方は昭和45年5月に，

職場の口腔健診で歯科治療を勧められ，私ども

の診療科を訪れています。本例は，当時として

も珍しい方で，もの心ついてから1度も歯を磨

いたことがないとのことでした。虫歯も動く歯

もなく，レントゲン写真でも骨吸収は殆どあり

ません。現在では用いられなくなった塩基性フ

クシンで前歯を主体にプラークを染めてみまし

たところ，唇で擦れあうところを除きますと，

まんべんなくプラークが染あ出されていまし
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た。当時，臨床実習中の第1期生にスケーリン

グとブラッシング指導，今のプラークコント

ロール指導をお願いしました。次回の来院時に

も口の中は不潔で，一向に歯を磨く気配が見ら

れませんでした。歯を磨くことの重要性を私か

らも再三お話をしましたが，患者は「今まで磨

いたことはなかったのに，虫歯もないし，動く

歯もない，歯は丈夫である」と主張して言うこ

とを聞きませんでした。口腔内の不潔さを除け

ば特に治療するところもありませんでしたので

「磨く気にならなければもう来なくてもいいで

すよ」と話したところ，来院しなくなりました。

それから丁度15年経った昭和61年に，歯茎が

痛んで近医を訪れ，いわゆる歯槽膿漏の急性発

作であり，大学の治療を勧められ来院しまし

た。既に，大臼歯は智歯を入れて8本も失なっ

ておりました。また，何本か麟蝕処置やクラウ

ン補綴が施されていましたので，この15年間

に，恐らく歯の痛みが何回か生じて，歯科治療

を受けていたことが分かりました。急性症状の

処置後に，歯周治療の必要性を話しましたとこ

ろ，本人は以前のことを承知しており，今度は

治療すると言って帰りましたが，ブラッシング

には納得が行かず，また来なくなりました。こ

れは例外に近いと思われますが，同じような症

例から判断しますと，恐らく数年後には犬歯以

外，数本だけとなって必ず来院すると思いま

す。私は，学生に歯周病患者と犯人は必ず現場

に戻ると教えていますが，実際にこの25年間

このような症例が沢山あります。どんなに丈夫

な体や歯を頂いても「養生」を忘れますと，寿

命は短くなるという1例です。歯だから良かっ

たものの，命であったらもうこの世にはいない

のではないかと思います。

　第三の症例は，本日のモデレーターをされて

いる石川教授から，昭和45年5月に紹介され

た全顎に及ぶ，典型的な当時の歯槽膿漏，いま

の辺縁性歯周炎例です。現在ではこの程度の症

例は容易に歯を残すことができますが，当時の

治療レベルでは，とくに前歯は保存か抜歯かの

境界領域にありました。私どもの診療科は歯科
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医師は私1人でありましたので，先の症例と同

様，当時の院内生と一緒に治療を行いました。

今のような超音波スケーラーもなかったため

に，スケーリング時に歯が抜けてこないように

と，初診時に，先ず線結紮固定を施した後，口

腔単位の歯周治療に入りました。全顎の歯周外

科終了後，昭和48年に上顎は当時開発された

ばかりのメタルボンドポーセレンジャケットク

ラウンを，下顎前歯部は4分の3冠によって連

結固定を行いました。固定後ほぼ8年で右中切

歯の陶歯が破折し，やむを得ず，同部に当初は

レンジ歯，その後はコンポジットレジン歯を張

り付けております。最初の治療の際に下顎左側

の側切歯部に根管穿孔を起こしましたが，同部

を閉鎖後根管処置を施したところ25年後の現

在までなんら異常なく経過しております。この

例は，初診後15年目以降ほぼ5年に渉ってリ

コールが中断されましたが，特に病変の進展は

みられませんでした。初診から20年経過後か

ら固定を試みなかった上顎右側臼歯部に病変の

進展が生じたたあに，連結冠固定を行っており

ます。コンポジットレジン歯はプラークコント

ロールによって数年で磨耗いたしますので，と

きどき付け替えています。25年後の状態をみま

すと，3／4冠の固定では20金を用いても，20

年以上経っと，切縁や辺縁部が減ってくるよう

であり，現在私共どもの診療科では殆ど用いな

くなっています。また，歯周病の患者さんはお

付き合いが長いこともあって治療には協力的な

方が多く，この方も上下合わせて5ケースの金

箔充填を行わせていただきました。卒業生の中

にも，この方のお陰で卒業できた方がいる筈で

す。

　歯周治療はその後どんどん進歩して，4半世

紀前には，先の症例が罹患歯を残す境界領域に

あったと思いますが，最近ではMGS，　FGG，

GTRなど車の名前のような治療法まで開発さ

れ，さらに高度な症例でも機能を回復させた状

態で残すことが可能になっています。この症例

や次のどうしても自分の歯で食べたいというこ

とで歯科医から紹介された，平成3年7月に来
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院した例などは「歯科医師の選択」がよかった

例と思います。肉眼的にもまたレントゲン写真

的にも高度の例で，下顎前歯を除くと，骨吸収

が高度であるばかりでなく，過蓋咬合や，上下

顎の歯列弓の不調和などの問題がある42歳女

性の症例をお示しします。院内生と一緒に治療

を行い，既に歯内歯周病変で顎骨から遊離して

いた上顎右の第1大臼歯と下顎左の第1大臼歯

を抜去した他は全て保存した上で，メインテナ

ンスリコール中で初診後3年4ヵ月です。本例

は，素因点では多少問題がありましたが，他の

2要素が揃っていたために保存治療が可能に

なった例で，これまでの経験から2，3ヵ月に

1回程度のリコールで今後20年程度は現状の

まま保存が可能であると推測しています。

　最後の例は「素因」「養生」「歯科医師の選択」

ともそれなりに揃っていましたが，長い年月の

中で，それらを妨げる要素が結果的には「素因

の形で介入した」，結果的には一部の歯の寿命

を短くしてしまった例です。初診時17歳の女

子高校生で，昭和46年6月に罹患歯の抜去を

近医で指摘され来院した例です。現在の診断基

準では難治性歯周炎に含まれる病変であると思

われますが，通常の若年性歯周炎とは異なり，

局所刺激因子が多く，しかも鰯蝕歯も多く存在

していましたほか，上顎口蓋側と下顎舌側にエ

プリースができていました。患者や同伴の親御

さんも何とか40歳まで残せないかということ

で，治療に入りました。東京の大学進学後は来

院が多少不規則になり，プラークコントロール

も十分とは言えませんでした。歯を残すための

口腔単位の歯周治療を終えてから，その後は特

別悪化もせずに経過しましたが，20年後の37

歳の時にITP即ち特発性血小板減少性紫斑病

に罹患し，入退院を繰り返しながらステロイド

治療を現在まで継続する事態を迎えてから，歯

周病変の悪化が生じました。初診時と現在のレ

ントゲン写真をみますと，この23年間に一旦

歯槽骨の再生が生じた時期もありましたが，そ

の後，全身疾患の発症によって再度骨吸収傾向

を示すようになっています。
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4．治癒を左右する要因

　進行した歯周病の治癒を左右する要因は，養

生と関連する　「患者の協力」，素因と関連する

「組織の抵抗力」，歯科医の選択と関連する「術

者の能力」ですが，他に口腔単位の治療方針の

設定と，流れに沿った治療の実態が不可欠で

す。したがって，高度の歯周病の場合は一般の

先生方が手をつけない状態で来ていただいた方

が，口腔単位としての治療計画を設定して治療

する上で，やりやすいと言うことになります。

症例毎に工夫とアイデアを凝らした治療が必要

ですので，1本，また1本というように櫛の歯

が欠けるように歯を抜いた状態で来られると，

実際は治療がやりにくいということになりま

す。

　現在，全国的な歯科医過剰の時代を迎え，20

年前に比べると本県においても，歯科医療を施

される側の「歯科医師の選択」の制約は大幅に

緩和されています。その結果，患者さんにとっ

ても歯科医を選択する幅が大変広くなっていま

す。昔のように朝早くから並んで，番号札をも

らうとか，治療内容に拘束されると言うような

ことはなくなりました。むしろ問題なのは，

種々の理由から，施す側が要望に応じられるか

否かのジレンマに陥っているようにも推測され

ます。このようなジレンマが患者と歯科医師の

両者の人生観や歯に対する価値観によって生じ

るものであればやむを得ませんが，罹患歯を残

すための技術の未熟さや，ノウハウに対する情

報不足によるものであれば，生涯研修はまだま

だ十分なものであるとはいえないのではないか

と思います。

　時間の都合で短絡的な症例の提示をいたしま

したが，歯周病の中には，患者の歯の寿命に対

する価値観の如何に拘わらず，罹患歯を抜去で

きない例や，抜去によって問題解決ができる例

などもみられます。これらの点については，追

加発言のさいにお見せできるかも知れません。

いずれにしても，8020運動に対応できる「選択

される歯科医師」の努力目標に近づくことが，
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歯におけるQOLを現実のものにする最良の手

段であることを最後に強調して，お話を閉じさ

せていただきます。

　石川：どうもありがとうございました。時間

内で大変貴重な症例を供覧されて，「歯の寿命

を決めるもの」は素因，養生，そして医師の選

択というキーを掲げられてのお話をいただきま

した。

　それでは，第3席の田中久敏教授からは，

「quality　of　lifeからみた歯科補綴」というテー

マでお話を拝聴いたします。どうぞよろしくお

願いします。

　田中：歯科補綴学の立場からQOLを考える

と大変広い分野をすべて網羅するということに

なりますので，今日はその要点のみをお話させ

ていただきます。

　まず，歯科医療の未来像は，寝たきり老人，

または高齢者の患者が増えるということです。

統計によれば，65歳以上の高齢者は1，749万人

（総人口の14％）に達するが，その健康度は

様々で200万人が介護を含めた医療を必要と

し，いわば「陽と陰」のグループに分かれると

指摘されています。歯科医療が直面する高齢社

会への不安は，主として“人間は加齢によって

直線的に心身の能力を失う”という古い老化の

概念に由来するものと，さらには病気や障害を

持った高齢者が社会の中心をなしているという

概念が不安を助長しているように感じます。

　しかし，高齢者においては，体力も頭脳の力

も減退することは否めませんが，その程度には

個体差が大きく決して一律ではないと考えられ

ます。ことに老人の全身と口腔との健康度には

相関関係があると言われていますが，明確な解

答はなされていないのが現状です。

　そこで，加齢現象と疾病構造の変化に対応す

る歯科医療の将来を論ずるとすれば，身体なら

びに口腔に現れる事象が，加齢という時間軸上

にいかに発現し，その変化が加齢とともに変化

する生態防御機構といかなる係わりをもっかを

理解し，多角面的配慮を有する高齢者に対して

歯科治療をいかに取り組むべきかの解説が望ま
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れます。

1．歯の喪失と全身の健康とのかかわり

　現在の統計からみれば80歳で歯を持ってい

る人は平均3．4本です。すなわち，歯をまった

く持っていない人がいかに多いかということの

証明です。歯の喪失は，単に咀咽機能が減退す

ることだけでなく，全身的な健康に大いに影響

があるということが考えられます。

　Eichnerによる咬合歯列対合関係での分類を

例にとると，歯が全部かみ合っている状態を

A，それから支持域の中の1つが抜けた場合は

B，その中で4っの咬合支持域の喪失の度合い

で4分類されています。さらに，Cの分類は上

下の咬合支持域が全部喪失した状態を示しま

す。

　ここでOsterbergの咬合支持（Eichner

Index）からみた年齢別の生存率（1990）から歯

の喪失度と健康との関係をみると，増齢にとも

なって歯の喪失による咬合の支持域が減じたC

分類で死亡率が高くなっています。すなわち，

総義歯装着者またはそれに準じた多数歯欠損症

例においては生存率が低いということがわかり

ます。これから見て歯の喪失は全身的な健康度

との係わりがあるということをまず第1に理解

しなければいけません。要するに，口腔機能の

老化は歯の喪失によるところが最も大きく，こ

れが全身的，精神的老化に大きく影響している

と考えられます。

2．歯の喪失の原因と加齢変化

　ここでは加齢に伴う歯の喪失の原因について

論じます。小児期から成人期および老年期にい

たる病態像の変化をみるとひとっに
Lundqvistによる1967年のスエーデンにおけ

る統計，他にわが国における厚生白書（1990）

示すことができます。両国間の比較をすること

により歯の喪失の原因を知ることができます。

鯖蝕の抑制は経年的に効果が表われ暫時減少の

傾向を示し，日本においてもスエーデンにおい

ても同様です。歯周疾患は加齢に伴って疾病の

発症率は増加し，そ

れに伴って歯の喪失

が増加しておりま

す。しかし，60歳以

上になると歯周疾患

で抜歯される率は減

少することが明白で

す。それに反して加

齢に伴って特徴的に

歯の喪失の増加因子
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として考えられるのは補綴処置をほどこした歯

です。補綴処置をほどこした歯の寿命は高齢に

おいて短くなっていることです。すなわち，歯

科治療には限界があり，人工的に修復された歯

はその寿命も短くなるということを自覚しなけ

ればなりません。これは欧州も日本も同じであ

るということですから記念講演のお話の中で

の，歯科医師が多分あふれるであろうという予

想はあと10年先ということに同調できます。

一方，医学においてもしかり，確かに先進国で

は医学の進歩によって寿命が飛躍的に延長し，

いずれの国でも高齢社会を迎えています。

　しかし，Ingelfinger（1977）は高齢者にとっ

て，あらゆる疾病の中で，医療がきわめて有効

なのは11％にすぎず，80％は医師がいてもい

なくても予後に影響しないばかりでなく，9％

は医療を受けることによってかえって予後が悪

くなるといっています。医科におけると同様に

歯科医師によるオーバートリートメントが，逆

に口腔の崩壊をもたらし，加齢に伴う口腔の疾

患構造の変化も加わって，顎口腔系の機能を難

しいものにしている事実は，QOLに関連する

事象として理解しておく必要があります。

　前歯部が少数残った大臼歯の欠損の症例を挙

げます。この症例は大変高価な歯科医療を施し

ているにもかかわらず，治療的かつ経年的に口

腔内は変化し，残存歯そのものは余命いくばく

もない症状を呈しています。歯科治療を受けた

時点から，さらに病気が進行した理由を理解し

なければなりません。それは歯科医療の技術的

な問題に老化という概念と歯の症状の悪化との
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相関を考える必要があります。すなわち，20歳

代の口腔を対応にした歯科治療法が高齢者に

とっても最善であるかという疑問が提出されま

す。

3．8020運動と歯科補綴からみたQOL

　8020運動とは！ということで，いまここに

80歳の患者さんで確かに20本の歯を持ってい

る症例を挙げます。この方の場合，歯医者さん

に行った回数も少ないようです。だけども顔を

見ても健康，口腔状況も大変健康です。口腔の

健康と全身の健康はこの患者さんを診る限りで

は相関があると思われます。

　8020運動に対する提言（デンタルダイヤモン

ド，第18巻，1993）で25人の歯科医師がいろい

ろな角度から8020運動にっいて記しています。

ただ，私はその中で日本歯科医師会の中原爽

会長の文章が一番「的』を得ていると思います。

それは，8020運動というのは，運動の方向を誤

ると歯を磨きましょうの標語を単に数字に置き

かえただけの危険性をはらんでいるということ

を言っておられます。すなわち，8020運動は歯

数の上では，平均80歳の口腔を50歳の口腔に

若返らす趣旨にあるが，口腔諸器官（歯の摩耗，

歯の喪失，顎関節，咀噌筋）などの加齢変化と

の対応，また8020運動の趣旨からすれば8本

の歯が喪失していることから，＋α8の欠損補

綴と加齢現象との対応，さらには加齢変化と顎

骨の痩弱化への対応などを提言しております。

加齢，または老化現象を抜きにして歯科医療と

いうものを考えると大変ですよということを

言っておられます。

　そこで，本質的に8020運動とは80歳で20

本の歯を残すことの意義よりも，むしろ80歳

で20本の天然歯で機能すると同様な口腔機能

を老化，加齢現象を考慮した歯科治療でおぎな

い，歯科医療の向上を計ることが8020運動の

目的であり，高齢者のQOLに対する補綴治療

の使命でもあります。

4．大臼歯欠損（SDA）と顎口腔系の変化
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　歯の喪失と加齢現象の係わりについて検索す

るために当講座では，300人の大臼歯欠損症例

を診察しました。その中で義歯を装着している

のは151名で，残りの119名は大臼歯が欠損し

ているにもかかわらず義歯を装着していない人

でした。ここでは大臼歯が欠損しているという

ことに不自由を感じないという人が以外と多い

ということと，歯科医療を受けても「入れ歯」

は邪魔くさいからはあないという患者さんが多

くみうけられました。それらの患者を更に詳細

に診査すると11％が顎関節症を併発しており

ました。これは単に歯が抜けたという疾患では

なく，歯の欠損に伴って咬合の崩壊が顎関節に

もおよんで，さらには加齢的悪条件が付加され

ることにより臨床的問題を惹起し難症例になる

ことが予想されます。さらに，顎関節症を併発

している人では，女性のほうがはるかにその症

状の悪化程度が大きく，そして上顎よりもむし

ろ下顎の大臼歯欠損で義歯を入れていない人に

重篤な症状を認あました。その症状は，顎関節

にとどまらず，むしろ顎，顔面，頭蓋，神経筋

機構を含めた顎口腔系の形態的・機能的な変化

が著名に現れ，口腔機能の回復または口腔機能

の維持の困難性を伴う高齢者を多くみかけまし

た。

　さらには，大臼歯欠損患者における前歯スプ

リントブリッジ装着者と顎関節症との関連をみ

ると前歯にブリッジを装着している患者で両側

大臼歯欠損ならびに片側大臼歯欠損症例で多く

の顎関節症を併発している症例を認めました。

これか考えていくと歯科治療の中でスプリント

をして歯を結合させることが高齢者のQOLに

っながる歯科補綴になるかというと，必ずしも

そうではないという結果を示します。また，歯

の欠損は筋力（咬合力）に大きな障害を伴い，

同年代層の有歯顎者の最大咬みしめ時の筋活動

量の35％にも満たないことがわかりました。

こういうことで，やはり歯がないということは

一っの疾患であり，全身的な老化に影響してい

るということが理解されます。そこで，大臼歯

欠損症例においては残存歯の健康保持のみなら
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ず顎位の保持が第一義で，長期的に歯列が保護

（接触点の生理的意義）され，対合歯とも接触関

係や顎位の関係と咀囑筋群との調和から計られ

る補綴法の選択が必須であると思われます。

5．全部的歯の喪失（無歯顎）と顎口腔系の変化

　歯が全部喪失すれば全身的・局所的にどうい

う影響を及ぼすのであろうかという問には，一

般的に理解されるところの歯槽または顎骨の吸

収が起こるという言葉が返ってきます。

　そこで，無歯顎高齢者の顎口腔系に現れるで

あろう老化現象（歯の喪失，歯槽堤の吸収，顎

関節の老化，味覚の老化など）が人為的関与に

起因するものであるのか，または加齢的変化の

プロセスが増悪因子になりうるものかを検討

し，高齢に備えての補綴治療が全身機能の維持

にどのような影響を及ぼすかを知る必要があり

ます。

　総義歯になるということは，単に上顎と下顎

の歯がなくなったというふうには考えていませ

ん。それは，加齢的変化のプロセスに起こる

agingとdisease「人為的関与」に起因する形

態的，機能的変化が全身機能に大きく影響を及

ぼし，高齢者にとっての健康の増悪因子のひと

っになるものと考えられます。

　歯の喪失と加齢変化は歯槽骨吸収にとどまら

ず，頭蓋や顎顔面形態を変化させます。とくに

総義歯患者の場合，不適合義歯を長期に使用す

ることによって，その変化は大きく影響し，咬

合の再構成に問題を生じさせます。

　また，咬合高径を誤れば下顎位，咬合平面，

顎関節にまで影響し，機能的変化が生じること

になります。したがって，無歯顎者の取扱いは

加齢的変化の対応にとどまらず，人為的関与な

らびに義歯のqualityが老化の現象の増悪因子

になりうるため，補綴学的配慮が必要となりま

す。

　そこで，義歯のqualityが悪かった結果，頭

蓋や顎顔面形態にどのような変化が起きるかを

検討してみました。

　機能的問題のある旧義歯においては，facial
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angle，　ramus　inclinationの有意な増加と，

Y－axis，下顎面比，FMA（Frankfult　to　mandibular

plane　angle｝の有意な減少を認め，下顎が前方

偏位していることが認められます。また機能的

に改善をはかった新義歯と同年代の有歯顎者と

の比較においても，歯の喪失の影響が現れてい

ることが理解されます。これら顎，顔面頭蓋の

変化は咀囎器官としての機能の崩壊にっなが

り，顎運動の中枢制御機構に影響を及ぼすもの

と考えられます。

6．無歯顎者と顎関節機能障害

　高齢者の咬合関係の変化が顎関節にどのよう

な影響を及ぼしているかにっいて検討しまし

た。70名の総義歯患者（大多数は義歯の不適合

を訴えた患者）を無作為に抽出し，MRIによる

顎関節内障の症状との関連にっいて調査しまし

た。

　MRIの準動態画像より顎関節内障と診断さ

れたものは70名の中の約68．6％存在し，円板

正常群は31．4％でありました。開口した位置で

関節円板が転位し，復位を認めた症状を呈する

ものは45．7％で，全く復位を認めない人が

22．9％を占めておりました。一方，一般的臨床

症状は特微的に開閉口時に自覚症状，開口障

害，筋の自発痛・圧痛および隣接疾患も認めな

かったことから，無歯顎患者の顎関節機能障害

は有歯顎者とは異なり特異性が存在することが

わかっております。無歯顎者における顎関節内

障の頻度が有歯顎者と比べて高いか否かに関し

てはいまだ定説はないが，無症状顎関節内障症

例の存在は今後の高齢者の補綴的対応に注意が

必要となります。ことに総義歯患者においては

正常に下顎位を確保できる人は全体の25％で，

逆に75％の人は何らかのトラブルを持ってい

ると考えれば，難症例の増加はまぬがれないこ

とになります。

　おわりに

　今後の高齢者のQOLに対応する歯科補綴で

本質的に考えなければならないことは，加齢変

化に伴う顎，顔面頭蓋，顎関節の器質的変化と
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いうものをいかに遅延させて全身の老化と口腔

の老化を調和させるかということであります。

そのために，Dolderは絶対に無歯顎にはしな

いこと，最低でも2本の歯を残し12時5分前

の歯科診療を心掛けることが大切であると提唱

しております。それは歯を残すことが単に義歯

にとって好都合であるということではなく，顎

口腔系の生理的な機序を崩壊することなく，咀

噌による歯根膜からの情報伝達が脳神経を賦活

し，全身的な健康を維持することができると

いっております。

　将来の咀囎システムの回復は，これまでの歯

学が研究の主目的としていた歯の欠損に伴う人

工補綴物を問題にするだけではなく，これから

器官を働かす中枢神経や，末梢の諸感覚受容器

が発する感覚入力系の制御・調節によって咀噌

という統合的機能が遂行され，顎口腔系の諸器

官の健康の維持が，ひいては全身の健康の維持

に関連することを理解しなければなりません。

そこにQOLに対応する歯科補綴学の真髄が存

在するものと考えます。

　石川：ありがとうございました。ちょうど時

間でまとめていただきました。今，3人のシン

ポジストの方々は，それぞれ日常の御専門の立

場から御発言がございました。あらかじめお断

りを申し上げておりました通り，5分ぐらい補

足等のお時間を用意してございます。第2回目

の御発言願います。

　では第2回目を甘利教授どうぞ。

　甘利：先ほどは麟蝕と歯周疾患についてのお

話をしました。追加発言では小児の永久歯列の

育成について述べます。実は小児歯科医療の基

本というのは，先ほど田中教授が高齢者に対し

てどうあるべきかということを触れられました

が，実はその永久歯列のきれいな咬み合わせを

育成するということが小児歯科の目標です。こ

の実践する臨床体系を小児歯科では咬合誘導と

言っています。ところで，乳歯列を健全に維持

した後，永久歯へ移っていくというときにどう

なるだろうか。歯の交換が円滑に進行させるこ

とは大切なことですが，乳歯列の維持が正常な
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永久歯列にうまく移行する必要条件かどうかと

言いますと，それは必要条件になっていないと

思います。

　これは1つの推測ですが，乳歯列から永久歯

列になるときに，乳歯の大きさと見合った後継

の永久歯が萌出してくれることが望ましいので

すが，現状は乳歯と永久歯の相関から調和のと

れた関係にある個体は算術的計算では3分の1

しかありません。あと残りのものは不調和な関

係，逆に乳歯から永久歯に変わるときに大き過

ぎるとか，逆に小さ過ぎるという形です。大き

過ぎる場合は歯列の叢生が生じます。ディスク

レパンシーという形をとります。その逆の場合

では，スペースドアーチ，歯列にすき間のある

歯列ができることになります。このことから私

たちの教室員は，永久歯列時の不正咬合が乳歯

列の時代はどうであったかという調査をいたし

ております。

　それらから，将来の永久歯列の健全な育成の

ためには，乳歯列時の歯間空隙，歯列弓の大き

さ，歯間幅径から考えていかなければいけない

ということです。

　以上であります。

　石川：ありがとうございました。乳歯の時代

から永久歯の大きさが予知できるといい面があ

るということでありますが，なかなか難しいよ

うです。

　それでは上野教授，5分ほど持ち時間があり

ます。ひとつ第2回目の御発言をお願いしま
す。

　上野：私，この大学で25年，全く同じような

ことを主張してきました。それは歯周治療と

は，いわゆる炎症性病変の改善と咬合機能の回

復である。したがって，治療をするときに最終

的に病院を離れるときにどういう咬合回復をし

ていくかということを頭に入れて治療しなけれ

ばいけない。そういうことをロで言うのはたや

すいですが，実際には非常に難しい例がありま

す。そういう例は特に一般の先生方から依頼さ

れるわけです。

　花巻の先生からの紹介例で，確かに非常に進
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んだ歯周疾患でした。ただ，ここで気をつける

ことは，前歯部が完全な反対咬合で，だめだか

らといって抜けばどうなるかと言いますと，こ

の上顎部前歯部は根尖まで骨がありません。し

たがって，これを抜くと，いわゆる土手という

か，歯槽堤がなくなり，質のいい入れ歯がつく

りにくく，何とかならないかといって来られま

した。この例，どうしてもだめなら抜いて下顎

の骨体の切除をしてある程度上下関係を治さな

ければならない。この方はいわゆる三日月の側

貌の方で，その前に実験的な治療ということ

で，何とか保存が可能な犬歯と中切歯，他の犬

歯を支台歯とした橋義歯としました。骨を中間

部に入れて歯槽堤の再生ができないかというこ

とで，歯槽堤を再生した例です。

　歯槽堤を再生し，これで8年間ももっていま

す。若しこれでだめなら，いわゆる顎切除後に

総義歯にお願いしなければならないかと思いま

したが，このような処置も場合にはやらなけれ

ばなりません。

　同じような例を掲げます。これも石鳥谷の先

生から紹介されたわけですが，私は，治療がど

この大学で教育を受けたかすぐわかります。こ

のやり方は某大学で治療を受けたとのことで

す。だめな歯を抜かないでそして来てくれた。

一応クラスプ線とレジンで固定をしてくれまし

た。したがって，こういう場合は，全然だめな

歯も何本かありましたが，一応現在の歯で咬合

回復ができます。その際，場合によると全然だ

めな歯を抜いて，埋伏している歯も引っ張り出

して使わなければいけないこともあります。実

験的な治療ですが，やってみると大体みんなう

まくいくので，努力はする必要があるのではな

いかと思います。

　初め歯の移植をと思いましたが，第三大臼歯

がちょうどぐらぐらしている第二大臼歯の下に

あり，第二大臼歯を抜きましたら歯冠がみえま

した。第三大臼歯の出てくる環境を与えてやる

ことで歯も助かります。この例は，だんだん萌

出しまして，最終的にはクラウンの支台歯とし

て使いました。あとの第三大臼歯が使えて役に
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立っような症例もあるので，いろんなことを考

えなければいけないと思った次第です。

　石川：ありがとうございます。1本の歯でも

助ける役割をという，御苦労の症例を見せてい

ただきました。

　それでは，田中教授，第2回目の御発言ござ

いましたらお願いいたします。

　田中：特別に追加することはございません。

上野教授が，1本でも歯を残す。大変結構なこ

とです。だけども残すだけの問題よりも，むし

ろ私たちが考えなければいけないのは，どこま

で残せるか。70歳まで残せてもあと歯を抜かれ

ると大変患者さんは困るのです。なぜ困るかと

いうと，1993年の東京医科歯科大学歯学部口腔

生理学講座で報告されている研究成績です。歯

の喪失による三叉神経中脳路核細胞の変化とい

う研究です。この論文はモルモットを用いて右

側の上下の歯，これは抜歯されています。左側

の歯は上下ありますが，右の方の歯は上下ない

ということです。歯がないことで，中脳路核の

細胞がどう変化したかというと，鼻側と吻側な

んですが，とくに吻側の中枢の中の核の細胞が

消失したことです。ということは，歯の喪失が，

ただ単に歯がないという現象よりも，むしろ中

枢の中で変化が起きていること。私たちがすご

く興味を持つことは，歯がなくなったから補綴

学的に歯を代用する，歯を入れたことでこの減

少した細胞核をもとに戻すことができるかとい

うこと。もし，もとに戻すことの証明ができれ

ばいいんですが，歯を抜いてしまってその後に

戻らないということは，北海道大学医学部公衆

衛生学講座の近藤先生の言う歯牙の喪失は痴呆

症の原因の危険因子に十分考えられるという，

その立証にもなってくると思います。別の研究

で，筋肉の中にはタイプ1とタイプ2の2つの

筋肉がある。どちらかというと，タイプ1は瞬

発力を発現させるとうな筋繊維，タイプ2は持

続性を継続させるという筋。普通健常な人，ま

たは歯がある人ではタイプ1が少なくてタイプ

2が多い。歯がなくなるとタイプ1が大きく

なってタイプ2が減るということ。そのような



148

ことは，咀囎筋そのものの老化は咀囑運動に大

きく影響してくると考えています。ですから，

QOL，　QOLと，いかに自分が行った治療が成

功するか，ある時点においてはそうなのです。

だけども，その70歳まではよかったが今日の

寿命は80歳以上になってきています。そうい

う人たちの口腔領域からの健康というものを考

える場合には，70歳まで歯を残すことでいいで

はいけない。70歳から先の口腔の健康をもっと

考えてほしいと言うことです。

　石川：ありがとうございます。後ほどのディ

スカッションのところで，いろいろと論点が出

るところと思います。課題をまいていただきま

した。

　ここで，3シンポジストの方々のお話を一応

終わりました。先ほど御案内していますとお

り，地元の，そして本学卒業生のお二人からそ

れぞれの立場で御発言をいただきます。

　まず最初に，箱崎守男会員，お願いいたしま

す。

箱崎．ただいま御紹

介いただきました箱

崎です。モデレー

ターからのたっての

御指名ですので，私

なりにお話をさせて

いただきます。

　一応，私自身ここ

数年，表現はともか

くとしてどっぷり歯

科医師会の中にっかっておる立場から言います

と，このQOLということで歯科医師会は何を

求められているか，なかなか考えにくいという

のが本当の話です。そういう中で事前抄録にも

書いておきましたのでそれに沿ったお話をさせ

ていただきます。

　歯科医師会での立場で，いわゆる歯科の

QOL，こういうことを高めるということはどう

いうことかということを，私なりに考えてまい

りました。これはやはり多くの地域で，そして

より多くの人々に対して歯科保健あるいは医
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療，福祉，こういう事業の啓発あるいは普及に

努めることであろうと思います。しかし，これ

らの事業をすすめるには，どうしても直面する

事業の制度とか政策の問題それに付随する財

源の問題，これらがどうしても議論の的になっ

てきます。国民の生活レベルの向上というもの

は，御承知のように所得水準の向上，知的水準

の向上という時代背景のもとで，患者さんの

ニーズが非常に多様化しています。また，先ほ

どの記念講演の中にもありましたように，現状

でのますますの子供の数の減少，高齢化という

社会構造の変化，これも将来ではなくもう身近

に迫っています。このような状況下で厚生省と

日本歯科医師会は，8020運動を進あています。

本県では特にイー歯卜一ブ8020，宮沢賢治の

イーハトーブをもじり，イー歯卜一ブ8020の

歯科保健活動を数多く展開しております。

　簡単に御紹介しますと，平成3年に岩手県歯

科保健対策指針を作成しました。その翌年には

岩手県8020運動推進対策委員会と実行委員会

を設置し，岩手県庁内に行政の機関を置くこと

で正式な認知を得ました。歯科医師会だけでは

なく行政を含めた中で歯科保健対策を認識いた

だいたわけです。そこで，それらに伴う関係団

体や関係機関との連携のものとで，多くの歯科

保健事業が展開されるに至ったのです。具体的

には，乳幼児期を対象としての法定外の健診，

この法定外のものとは，通常の1歳半児や3歳

児健診というのは法律で定あられた法定のもの

ですが，1歳児，2歳児さらには4歳児におけ

る健診のことです。盛岡市では今年から1歳児

健診も始まりました。岩手郡の歯科医師会にお

願いしています例のような，母子歯科保健巡回

指導もその一つです。3歳児健診以降の就学す

る前までの幼児における母子歯科保健活動で，

幼稚園や保育園を巡回指導しています。また，

成人に対しても，成人歯科保健事業の推進とし

て，一般の成人歯科健診や事業所単位における

事業所健診，或いは，老人を対象としたところ

の県と共同事業である「おじいちゃん，おばあ

ちゃんコンクール」という表彰がございます。
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その他は，8020達成者に対する表彰事業から在

宅者に対する寝たきり訪問歯科診療活動等，多

岐にわたる事業が行われています。いろんな歯

科保健におけるポスターやパンフレットなどの

啓蒙的な印刷物を作成して県内の各種機関，関

係団体に配布して歯科保健活動を随時行ってい

るのが本県のイー歯トーブ8020の活動です。

この岩手においての歯科保健活動は全国的に見

ても，ユニークで非常に高い評価を得ていま

す。特に日本歯科医師会はもとより，厚生省か

らも非常に期待されている事業です。

　現状を今，簡単に述べましたが，しかし問題

点がないわけではありません。例えば，保健，

医療，福祉のこういう分野にまたがるいろんな

事業を進めるので，どうしても引っかかってく

るのが法律上の問題です。法律と言いましても

その取締りではなくて，いろんな事業施策の中

で歯科という文言が非常に少ないということで

す。医師，保健婦という言葉はよく出ています

が，歯科医師，歯科衛生士という表現がなかな

か出ていないということが問題です。そういう

表現がなければ当然政策のうえでの財源の裏づ

けが出てこないわけです。そういう現状で我々

がどう攻めていくかということが，やはりこれ

からの大きな課題であると思っています。いず

れ社会的評価を得られるべくして，岩手県はも

とより日本全国各地で事業が展開されていま

す。こういうことがいずれは社会的な評価を得

るだろうという自信を持ちながら今後進めてい

かなければならないと思っています。

　また，将来に目を向けますと，先ほどの記念

講演の行天先生のお話にありました，いわゆる

「21世紀における福祉ビジョン」という報告書

が出ました。これは厚生大臣の諮問機関からの

ものですが，これが現状での年金，医療，福祉

の割合5対4対1が，2020年においては5対3

対2にしよう，別の言い方しますと，医療を下

げて福祉の割合を上げることです。総体の枠が

膨らんでいく中で，医療の割合は下げていき，

福祉を増していくこと，当然その裏にあるのは

医療費の抑制の問題が絡んでいるのです。現実
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的にも，先般の医療保険審議会中間答申の巾

で，毎年医療費5％の削減という具体的な数字

がもう出てきていました。

　先般の新聞で御存じかと思いますが，平成9

年，もしくは平成10年をめどに創設されるい

わゆる公的介護保険，この中にどう歯科が入り

込あるかということがこれからの問題と思いま

す。先程記念講演のお話の中で，質の問題が出

てまいりました。この質と共にいわゆる量の問

題がございます。介護においては色々の項目が

あります。例えば，ラジオやテレビのスイッチ

を入れる，入浴あるいは食事，排便とか，いろ

んな介護の問題があります。その中で実は歯科

の介護は何があるか，そしてその介護がどうい

うふうな割合になっているのか，詳しいことは

お話しませんが，足を洗うという公的介護の点

数評価と比べ，口腔清掃の評価点数が非常に低

い位置にランクされて残念に思います。それが

現実の歯科の福祉に関する社会的評価ではない

かと，その辺をこれから変えていくのがやはり

我々の仕事でもあろうと考えております。いず

れ公的介護保険の財源論とか，国民負担率がど

うあるべきかとか，今後の議論の中で歯科の福

祉，或いは介護がどう位置づけられるか明らか

になって参ります。以上です。（拍手）

　石川：どうも有難うございました。第一線の

医療界で御活躍の箱崎守男会員からテーマをい

ただきました。後ほど討論の機会を持ちたいと

思います。

　特別発言のお二人目は，佐藤政直会員にお願

いをしたいと思います。

　佐藤．御紹介いた

だきました佐藤で

す。今，箱崎会員か

ら歯科医師会の立場

としてのお話があり

ました。皆様のお手

元にあります抄録集

の私の記した部分の

前半は歯科医師会で

の活動で，前演者と
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重複しますので割愛をさせていただきます。私

は卒業して20年，開業して16年，ごく一般の

開業医です。私が何を考え，どういう形で将来

を模索しているかにっいて少しお話しをさせて

いただきます。

　我々一般の開業医の日々の診療，すなわち患

者のもっ痛みを和らげ，咀噌機能を回復し，審

美性を回復する，これ自体が，私はQOLでは

ないかと思っています。しかし，その改善され

た健康をどうのように維持できるか，あるいは

今は健康と思われる方々に対して何をしてあげ

られるか，果たしてこれらに関して開業医が何

をしてきたのかを考えるとき，非常につらい思

いをもっことがあります。また，今，直面して

いますのは老化の問題です。今まで私どもが診

療室で行ってきたものは，保険制度がそうであ

るように疾病に対しての取り組みです。老化が

疾病なのか，果たしてそうなのか。我々が教育

を受けたときに，果たして健康についての教育

あるいは老化についての教育を十分に受けた

か，その後，我々がこれらにっいて十分に勉強

してきたかというと，必ずしもそうではなかっ

たと思います。ただ，先ほどからのお話をお聞

きして，老化の問題健康の問題についても，

我々が勉強したときとは大へんに違ってきてい

るなと感じてました。WHOのBarmes口腔保

健部長の「2025年の歯科医療改革の予測」とい

うものが，4，5年前に話題になりました。御

存じだと思いますが，これは今からおよそ30

年後の歯科医療についての予測です。1つ2つ

紹介させていただきます「1っ目は充填のため

のエンジンや夕一ビンの回転切削具はなくなっ

ている。2つ目，スケーラーはなくなり，歯石

形成は薬物によって抑制されているようにな

る。3つ目は，歯学部は必要なくなり，現在の

ような歯学部はまず広範囲な基礎教育を受けた

後，その専門にかかわる幅広い歯学教育を受け

る場になる。」と云っています。要するに，我々

が受けた教育とはまた別な教育が今後必要に

なってくると述べています。2025年，今から30

年後です。はるかかなたのような感じがします
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が，前の特別発言者である箱崎会員が歯学部に

入学されてからちょうど30年がたっておりま

す。私自身もそれに近いですが，そんなに年を

とったっもりもないし，過去の人になったっも

りもありません。今年大学に入ってきた人が30

年後例えばこの場所で50周年の記念事業が行

われる時には，既にこういう形でなっているか

もしれない，ということを十分考えなければな

らないと思います。また，先般7月に東京で催

された世界口腔保健学術大会において，中島

宏WHOの事務総長は，「世界共通の基本戦略

とはすべての状況において予防を最優先させる

ことにある。」と述べています。このことは我々

歯科医師会は勿論のこと行政，それに教育に携

わる者がこれから，2025年の予測や基本戦略に

対して本当に真剣になって考え，見えるところ

で議論をしていただき，それに対する目標とプ

ロセスが早急に示されないと非常に大変なこと

になると思います。「21世紀の歯科医療を考え

る」というような，たしか厚生省で委員会を

持っているようですが，残念ながら我々一般の

開業医のところまで，何がどのような形で変わ

るのか，あるいは何をどういうふうにしていく

のか，教育はどうあるのかということがなかな

か見えてきません。そういうことが非常に残念

に思います。我々が一生懸命に議論し，そして

日々の診療の中で健康とか老化とか，我々が経

験しなかったことを，一生懸命取り組んでこそ

医療に携わる者としての，「我々自身のQOLの

向上」があり得るのではないかなと思います。

社会の要求もまたそこにあり，保健，医療，福

祉の制度は確実にその方向に変化してきている

と思います。具体的なことをこれから考える機

会がこの機会だというふうに思います。しか

し，我々が診療室で現在行っています個々の医

療の技術を大切にし，患者さんの信頼を得るこ

とが基本であることは言うまでもありません。

　最後に，この抄録を出しました後に非常に心

を打たれた文章がありましたので御紹介させて

いただき終わりにさせていただきます。それ

は，ことし8月の日本歯科医師会雑誌の中で高
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齢化社会に関して「お年寄りの歯は真の豊さの

物差し」という題で朝日新聞論説委員大熊由紀

子さんのお話が載っていました。この方が9年

前に北欧を旅行され，ある老人施設を訪問され

たときのお話が載っていました。その中で，日

本の老人施設あるいは痴呆症の施設では，入れ

歯を飲み込んだら困る，あるいは口の中や入れ

歯のケアということで入れ歯を外させているこ

とが多いというようなお話をしたそうです。そ

うしたならば，その北欧の老人施設の方が驚か

れて，次のようなことをおっしゃったというの

です。「痴呆のお年寄りにとっては入れ歯は非

常に大切です。第1に，本人が自尊心を持った

め，第2に，職員が敬意の気持ちを保っため，

第3は，食事を楽しみ便秘をなくすため，便秘

は痴呆症を増悪するからです。」というような

ことです。私は，これがquality　of　lifeの根源

ではないかと思いました。きょうはこのような

機会をいただきquality　of　lifeにっいて，私な

りの考えを述べさせていただきました。本当に

ありがとうございます。（拍手）

　石川：ありがとうございます。また後でディ

スカッションに参加していただきます。佐藤会

員には，日常のこ診療を通して，今，特に，こ

の学会が置かれている大学の歯学会として，今

後の教育問題についても御示唆をいただきまし

た。

　それでは，お話をいただきました5名の方々

には，準備が終わり次第壇上の席にっいていた

だきます。その間に座長としてひと言申し上げ

ます。

　今回，20周年の実行委員の各位からこのよう

なシンポジウムの企画が示されました。モデ

レーターの役をいただき，私なりにシンポジス

トの方々，特別発言者の方々を指名させて頂き

ました。この2時間余の時間を利して意義ある

シンポジウムを考えてよろしいということでし

た。幸いに，よき学内3教授の方から，お力を

くださいましたし，本学卒業生のお2人の会員

からもお助けをいただいたわけです。私自身も

いろいろとこのQOLを考えるという問題で
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は，お配りをしている抄録に掲げてありますと

おり，ひとつの明確な考え方はもっておりませ

ん。あくまでも，この席での御発言は歯科医療

を担っている立場，或いは教育の場にある者に

とってのものであると存じます。しかしなが

ら，歯科医療におけるQOLを考えるという問

題になりますと，私ども医療人だけのサイドで

はなく，これを受ける受益者あるいは一般国民

の方々におけるQOLとはを考えなければなり

ません。しかしながら学会でのシンポジウムの

性格上，これらサイドの御発言はいただいてお

りませんが，そういうこともおもんぱかり，か

っ場合によっては医療人であっても患者という

立場にもなるわけですし，その家族という立場

のこともあるわけでございますから，多分いか

にしてこのquality　of　lifeを考えていくかとい

うことの中には壇上にお着の方々によってもな

し遂げられるのではないかというふうに思いま

す。

　ちょうど先程の記念講演は本シンポジウムに

おける基調的なお話でありました。そしてただ

いまの5名の方々の御発言もいただきました。

歯科医療に焦点を絞ってみましても歯科疾患の

急激な変化，あるいはその疾患の構造の変化

と，あわせてそのベースになります人口の年齢

構成，もう既に高齢化というよりも，高齢社会

ということを迎えておりますし，それから現実

の問題としましても，歯科疾患の治療，予防と

いうことから，口腔の保健あるいは健康の増進

ということに一般的にはそのニーズが拡大され

ています。その中で今日，わが国は日本として

の独自の医療体制があり，またその転換も叫ば

れています。QOLをあえて先ほど申し上げた

とおり定義もいたしませんでした。また，昨今

の医療の中では，バイオエシックスあるいは

ターミナルケア，ホスピスさらにはインフォー

ムド・コンセントというような言葉がでていま

す。その意味するところ，それぞれ解釈がある

かと思います。

　それでは，準備ができたようです。

　着席は御発言順，モデレーター近くからお並
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びをいただきました。それでは，主題でありま

す「歯科医療におけるQOLを考える」という

テーマについて会場の皆様方から御発言を頂戴

いたします。

　それでは，どなたでも結構でございます。ま

ず最初はいかがですか，それぞれの講師の方々

に対して深く突っ込みがあれば，御発言をいた

だきましょうか。本席には学外で御活躍の会員

もおられるようですので，いかがでしょうか，

時間はf一分ございます。

　城（歯科麻酔学）：すべての講師の方々にお

聞きしたいと思います。その前に私見をちょっ

と述べさせていただきます。確かに今，私ども

医療を施す側ということでQOLを考えがちな

んですけれども，施す者もあと何年後には施さ

れる側に立つということにもなります。従って

とにかく今，何かをしないとこれは非常に大き

な問題になる可能性があると考えます。各お立

場でそれぞれ発表いただきました。現在，大学

を中心に非常に細分化され，なかなか一つにま

とまるということがないので，そういう意味で

もぜひお考えをいただきたいと思います。

　それでは，小児歯科あるいは青年歯科，それ

と老年歯科ということで全体的に考えますが，

むしろ施す側としては，逆に老年歯科から成人

歯科に何を望むか，あるいは成人歯科が小児歯

科に何を望むかという点御発表いただければと

思います。

　石川：城　教授の御発言の御主旨に従って，

まず，田中教授からお願いいたします。

　田中：お答えいたしますが何をお答えしたら

いいか私にはちょっとっかめないところがあり
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ます。教育を考えなきゃいけないのか，歯科医

療を考えなきゃいけないのか，もっと大きな次

元で物事を考えなきゃいけないのか。私の答え

られることは1つだけです。現在の歯科医学教

育の体系を早く見直さなければいけないと考え

ますね。医学の方では高齢社会に突入するとい

う問題として，教育がすごく変遷をしてきてい

ます。しかしながら歯科医学における体系化が

ほとんどなされないままで，大変おくれを感じ

ます。21世紀に向ける歯科医療のあり方という

ものに大学側として出せなかったということ

は，今から大きな問題になってくると考えま

す。そういう意味で私は一番大切なことは，今，

何をするかということよりも，将来どういう問

題が起こってくるか，それを起こさないために

は何をしなきゃいけないかというふうに考えた

方がいいと思います。

　石川：ありがとうございました。

　では，上野教授お願いします。

　上野：まず最初に，施す側からのという言葉

がありましたが，私は常日ごろ学生に言ってま

すが，医療は施される側が主体でなければいけ

ません。そうでないと，今後の医療は長続きし

ないだろうと思います。また，歯科は医科と比

べて何かちょっと見劣りがするというような感

覚がありがちです。そういうことをなくすため

にも，歯科医師が，いわゆる一般教養から学び，

全身的な知識を得た上で治療に当たれるような

教育を与えることもいいのではないか，という

ことです。常に最低限必要な，例えば内科診断

学，外科総論，病理組織検査，この辺の知識を

歯科でもしっかり知っていなければ，これから

は生き残れない。そういう意味での歯科医学教

育に変えていかなければならないと思います。

　それから，もう一つの御発言で，成人歯科か

ら小児歯科に望むものということでは，歯周疾

患の中で，歯周症の原因には，オクルージョン

の要因が含まれているのが相当あります。歯周

組織は初めないところから，歯の萌出とともに

徐々にできます。疾患の後にできたものが壊れ

たのか，初めからできなかったのかということ
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の疑問は，観察時点ではわかりません。しかし，

経過を追ってずっと見ますと，オクルージョン

に関係した疾患の進行というのはかなりありま

す。それをきちんとしてくれるのが私は乳歯列

の状態だと思います。その辺は小児歯科に期待

したいと思います。

　石川：期待された甘利教授，どうぞ。

　甘利：城教授のこ発言を最初に聞いたと

き，図らずも古い話をちょっと思い出しまし

た。それは，小児歯科は齢を考えろと耳の奥に

いまだに強く残っています。テクニカルなこと

よりも，もっと年齢を通して包括的に歯科を考

えろということを痛切に言われました。今，咬

合の問題が，歯周の方から言われました。確か

に咬合との係わりはあると強く感じます。現実

に明らかにそういう所見を私ども持ち合わせて

います。要するに，きれいな乳歯列で上手によ

い永久歯列に移行できるのは，推計的には3分

の1しかあり得ない。すき間があってもいけな

いし，逆に叢生があってもだめ，本当にいい歯

列が獲得されるのはどうなのかを明らかにして

ゆかねばなりません。

　それから，軟組織については，子供のうちは

歯槽突起部にある大きなダメージがあっても，

再生してくれるのが子供の特徴です。そこが成

人や老人の方と非常に違うと私は肌で感じてい

ます。現実に外科的な処置ほど，子供たちの場

合と成人での場合の差を強く経験します。常に

小児の臨床では，高齢者になったときにはどう

なるかを考えながら行っています。

　石川：ありがとうございました。

　今，3人のシンポジストの先生方がそれぞれ

の立場でお答えを願いました。確かに歯科医

学，特に歯科医療は，歴史的には治療の方法論

から分化し，それがあたかも専門となっていま

す。今後の問題として歯科医療を考える場合，

咬合医療，咬合を主と考え，その咬合をよく育

てたり，咬合を再構築させたりというような医

療に大きく分けて見るとの考えに立ちますと，

これからの21世紀に活躍する若き歯科医師養

成には，このことを教育機関は先取りを考えて
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いかなければ世の中に問えなくなってくると思

います。如何でしょうか。特別発言者の方から

は，何か御発言いただけませんか。多分一人の

患者さんをあらゆる歯科領域から診療に従事さ

れているかと思います。トータルなケア，キュ

アというような立場で，どうですか。どうぞ。

　佐藤：私は先ほども申し上げましたように，

ここを卒業したごく一般の開業医として話を少

しさせていただきました。私たちが日々接して

いる患者さんに対しては1対1なんです。患者

さんはたくさんおられますけれども，接したと

きは1対1，それは非常に私たちにとってはい

いオーラルケアとか健康教育とかの機会なので

す。それを含めた医療をしたいのですが，それ

を達成するためには，何を患者さんが求めてい

るかというと，歯磨きなどではなくて，きちん

とした歯科医療をしてほしい，それをはじめに

行ってそれこそ信頼をしてくれるような気がし

ます。だから，患者さんが求めているのは，

しっかりした医療のプロを求めておられる。最

終的に，オーラルフィジシャンという言葉どお

りに，そのオーラルケアを担っていく形でと思

います。そのたあに我々はその信頼をなくさな

いように，私たちの言ったことが本当だなとい

うふうに患者さんが思ってくださるよう，また

健康な人，高齢の人も思ってくださるような信

頼を開業医として一生懸命になって日々診療に

励んでいこうと思っています。

　石川：どうもありがとうございました。箱崎

会員，よろしゅうございますか，何か，どうぞ。

　箱崎：只今の話題とはすこしはずれるかもし

れませんが，私この場でもう一っお話したかっ

たのは，現在，歯科界が流れている中で，2つ

大きな流れの中に立っていること，その中でい

ろんな問題がでていることです。その一つが，

従来，歯科界でずっと国に対してお願いしてい

た老健法の法律の中での歯周疾患の健診，この

健診の導入です。ここ数年歯科医師会は強くお

願いしていました。幸いに今年度の厚生省概算

要求の中で，一応認あられました。只今は，大

蔵省との折衝の最中のようです。
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　もう一点は，御承知と思いますが，医師は卒

後2年の臨床研修の義務づけがあります。この

医師の卒業後の2年の研修に比べ，現在歯科医

師の場合は，卒業後の臨床研修1年の努力義務

の形となっており，法制化もありません。今後，

歯科医師の卒業後臨床研修をどうあるべきかと

いうことが課題です。多分，来年の医療法の改

正の中には，この辺がどの程度盛り込められる

かどうか，実際問題としては臨床研修医の受け

入れやら，それに伴う財源の問題などがありま

しょう。歯科医師の位置付けが，いわゆる卒業

後の2年を加えた8年制の形で医師と同じよう

な課程となるのか，いや，現在6年制となって

いる獣医師や薬剤師と同レベルの方向でいくの

か，1つ大きな分岐点に歯科界は差しかかって

いると思います。

　そういう流れに乗り，その流れにうまく入ら

ないと歯科界が置いてきぼりを受ける。前にも

申しましたように，福祉の分野においても，そ

の中に歯科が今後どう入っていくかというのを

現時点でしっかりと模索し提言していかないと

いけません。これができ上がった段階で後で入

ろうといってもなかなか入れない。福祉にっい

ては現在大きな問題であろうと思います。

　石川：ありがとうございました。城　教授の

御発言から，すべての壇上の方からのお話を伺

うことができました。大分，学内会員の方が多

いと思いますが，歯科医師の養成が6年から8

年という話題が出ています。また，その教育の

内容についても大学設置基準の大綱化などを含

めて，教育改革がなされています。幸いにして

私たち歯学部に関しては関係者のご協力によっ

て，すでに他学に負けない，いい教育改善を実

施中ですが，まだまだ，それは第一歩のところ

です。さらに，将来を見込んだ教育改革を実施

していく宿題があります。では次に。

　野坂（口腔解剖学）：どなたというわけでは

ありません。先ほどの御発言と似ているかもし

れませんが，医科の方は医術と医学というのは

最初に感染症にっいてが第1番目に必要です。

しかし，最近は慢性の病気です。歯科の方では
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全部が慢性の病気が対象です。慢性の病気は，

施術者が幾らしゃちほこばってもだめで，常に

患者との間にどういう関係をつくるかが大切で

す。唯今のお話から歯科医療におけるQOLと

いう部分で，施す側のQOLについては何か見

えてきたような気もいたしますが，施される側

が歯科医療というものに対して，その人たちが

歯科医療というものを自分の生活の中でどうい

うふうに位置づけているかを，少しお話くださ

れると有難いです。先ほど教育問題が出ました

が，私たち歯科教育の中で栄養というものが欠

落をしているように思います。これを除いた教

育は患者との間に何か溝があると常に感じてま

したので，質問させていただきます。

　石川：今，QOLを考えるのに，患者さんサイ

ドのことを考える。患者さんサイドにおいてい

かなるQOLをということです。いかがでしょ

うか。特に，歯科疾患は慢性疾患である。確か

に歯科医療に従事されている方々すべては，患

者さんの医療に対する協力，むしろ患者さんが

みずから医療に参加することであってほしいわ

けです。そういう意味でQOLを考えては如何

でしょうか，上野教授どうぞ。

　上野：当然のこと医療は患者のものです。患

者さんは治療台に座った鯉ではありません，治

療させていただく教科書です。特に慢性疾患，

歯周病の患者さんとは，つき合いが古く，長い

し，臨床教育のためにも実際に一肌も二肌も脱

いで下さいます。慢性疾患という点では，歯周

病は代表的なものです。私自身QOLをドク

ターサイド主体に考えたことはありませんし，

施される者が主体であろうと思っています。

　それから，栄養の問題，先ほどの記念講演の

中でお話がでていたように，うまいものを食べ

ていると病気になりにくいようです。もう一つ

取り上げなければいけないのは，さき程の感染

の問題です。特にアメリカあたりでは，最近の

歯周病の分類にエイズを入ております。栄養，

感染，それに加えて障害者に対する一番施され

る者のQOLを考えなければいけないと思いま

す。私は今までの教育は，前の佐藤会員の特別
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発言がありましたように西暦2020年ぐらいに

は大きく変わるのではないかと思っておりま

す。

　石川：甘利教授，お願いします。

　甘利：では，日常の感じていることを申しま

す。

　患者さんが私たちの所に来てではなくて，私

たちの方から逆に出向いてという形が将来でき

てしかるべきではないかと思います。本当は私

たちがもう少し住民サイドの方へ寄っていかな

くてはいけないと感じています。健診などもそ

の一っで，積極的に健診の機会を作ることで，

疾患を見つけて適切なアドバイスを与えるとい

うことが大切です。それが疾患をひどい状態に

しないで早いうちに手が打てる，それは予防に

ついても言えることになります。

　それから，栄養の問題が出ました，実は子供

のときの栄養を考えたときに，大事なことは間

食です。間食というと一般の人は甘いお菓子と

いうイメージが強いんです。間食はそうではな

く，栄養素の中で足りないものを運動量に応じ

て補充するものです。それを歯科医師サイドで

強調してほしいと私は思っています。

　石川：それではQOLを考えるということに

焦点を絞っていただき，田中教授お願いしま

す。

　田中：医療の質ということを100％よろし

い，どなたが行っても完全に行われているとい

うことを前提条件とするならばお答えできると

思います。今の医療の状態を質の面からいけば

病院の臨床でよくおわかりのように，疾病構造

の変化とそれから難しい症例が多くなっていま

す。それに比べて質は下がっています。もし医

療の質が100％満足されているという枠の中で

考えますと，歯科医療には踊蝕と歯周病の2つ

しかないといった，医療の面においていろんな

ことが取りざたされるのです。だって厚生省の

お役人は，歯がなくなったということを病気と

して考えていない。だから行天さんは余り詳し

いことは言われなかったが，歯の欠損というも

のは病気でないから医療保険から外して介護に
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回しましょうという，医師と歯科医師との比較

をまず考えてほしいと思う。医師というのは治

療を開始するまでに少なくとも患者さんを前に

して，十分なる症状の把握ということで問診を

します。歯科医師，1日に1人80人の患者さん

を診るとしたら，患者さんとお話する時間，何

分あるのでしょうか。疾病構造の中の病名とい

うものがほとんどないです。私は箱崎会員にお

伺いしたい。歯科の社会保険の枠の中で先生た

ちが請求を行う。幾っ診断名があるのか。驚く

べきことは不良補綴物という診断名が残ってい

るのです。100％の質的医療が行われていると

仮定したならば，不良補綴物などというのは本

質的に病名じゃないと思います。そこで考えな

ければいけないのは，咀噌のことばかり考えて

はいけないのです。口腔は，発音器官でもある

んです。脳梗塞になって一番大きな影響を受け

るのは発音障害です。だけど脳梗塞が起こって

発音障害が起きて，患者さんが行くところは，

大抵医学部なんです。けども発音障害は口腔の

疾患の中では最も重篤で難しい，そしてやりが

いのある仕事です。だけど歯科医師はだれ一人

として診断しないです。嚥下障害，中枢疾患が

起これば必ず嚥下障害が起こってきます。これ

も歯科医療の中においては，嚥下障害というも

のは絶対に治療しなければいけない。だけど患

者さんは全部医学部の方に行く。感覚障害，食

事をしているときに味覚がおかしくなった，味

がおかしくなった，唾液が減少した。みん患者

さんは耳鼻咽喉科に行く。私たち歯科医師が考

えていることそのものは，疾病に対する疾患名

が，ただ咀噌障害にまっわる大変小さなところ

での話で，もっと全身的な状態からもっとやら

なければいけない仕事はたくさんあると思いま

す。そういうところの病気の診断学と，それに

続く治療というものとの整合性をみんな無視し

ているところに問題があるのではないかと考え

ます。

　石川：ありがとうございました。ちょうど今

お話の中で箱崎会員のお名前が出ました。何か

一言あれば，どうぞ。
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　箱崎：今，いみじくも田中教授から，医療保

険から介護保険への移行の中で歯科の問題とい

うのが非常に大きなウエートだと，大学教授か

ら話が出て私自身としては非常に心強く思って

います。

　もう一っ，今，医療保険の中で，先ほど野坂

教授から話された感染症からいわゆる歯科の慢

性疾患という形に移行している中で，歯科医師

会などの立場にいますと，いわゆる医療制度の

中では従来の医療保険が疾病保険であったわけ

です。それがいわゆる管理の方向に社会保険の

姿勢がうかがわれます。この辺はひとっ大学の

方々も御理解いただきたいと思います。具体的

に点数の中には管理という項目が出て，小児の

鶴蝕管理歯周疾患の管理に加えて，今度は義

歯の管理も入ってきました。これらの点数の高

い低いとの議論はありますが，管理ということ

は，長期に患者さんを管理していくということ

ですので，今までよく昔行われていたリコール

という形をとっていたものに準じます。このリ

コールというのはいわゆる社会保険からは違反

であったわけですが，最近，社会保険の中で管

理という考え方が入りました。今後は，そうい

う枠組みの中でQOLの中の1つにとらえられ

るんではないかと考えます。

　石川：ありがとうございます。先ほど佐藤会

員はWHOのBarmesさんのお話しを出され
ました。私も拝聴していますが，何かその中か

らでもコメントがありますか。

　佐藤：野坂教授のご質問は，要するに患者さ

んサイドから見たQOLということだったと思

います。私は患者さんがもうちょっと口を大き

く開いていろんなことを言えばいいのではない

か。要求をすればこっちで答えれるテクニック

もいっぱいあるのに，言っていない場合があ

る。逆に歯科の診察室がそういう雰囲気なのか

ということもあります。医療保険でなぜ，上顎

の小臼歯部に金冠しか入らなくて前装冠が入ら

ないか，あんなみっともないものを何で保険で

認あるのかというようなことを，私たちサイド

でなくて医療費を払う患者さんの方々からどん
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どんおっしゃっていただければ，QOL，中でも

審美性が回復されるだろうし機能ももっと回復

する。患者さんがもっともっと言ってくださる

環境を私たちがどうしてつくるかということ

が，患者さんサイドから見たQOLではないか

と私自身は感じています。

　石川：どうもありがとうございました。今，

歯科疾患は慢性疾患。麟蝕，歯周疾患の二大疾

患のことが出ました。WHOの予想ではこれら

の疾患が，近い将来は低率になってくる。そこ

で，これからは，顎関節症あるいは顎関節不全

症，さらに歯列不正，咬合異常，こういうこと

を含あた，歯科4大疾患の歯科医療の中では，

歯が失われた後の，機能改善というか，慢性疾

患の後の後遺症での機能回復というか，あるい

は咀噌，構音などの障害についての対応が大き

な意義をもつことになります。従って，歯科医

療はむしろ医療面よりも障害の対処のウエート

が大きかったのではないかと受けとめられま

す。事実，医療経済学者からは，歯を失った後

の咀噌，構音の対処は，今日の医療保険は本来

の姿ではないのではないかという言葉がながさ

れています。

　もう一っ私たちが心得ておくことは，歯科医

療では咀噌という課題が第一義的に出てきます

が，障害度のレベルからは言語障害の方が苦痛

が大きいことに位置づけられています。言語障

害は社会生活の上ではコミュニケーション，そ

の次が個人の問題という形での咀囎障害となっ

ています。私たちが患者さんサイドのQOLを

高める中で失われたファンクションは，どちら

に重点を置いて考えるべきかと課題になるので

はなかと思います。

　虫本（歯科補綴学1）：QOLが話題になっ

て，何度となくいろいろの学会で，とりあげら

れています。実際の臨床をしている者にとって

ピンとこない，各科でのすれ違いが多いように

感じます。QOLを達成するには，なるべく歯を

残しましょうということでは一致しています

が，人間の寿命が80歳まで延びたのに，依然と

して50歳代，60歳代で既に無歯顎に近くなっ
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ている，この30年のギャップに関して，なぜ歯

科医学が歯の抜けることが老化なのか，あるい

はその原因はほかにあるのか。そのような検討

がいろんな科がそろって，相互に知識を交流し

研究をしていくことが少しないように思ってい

ます。8020と言いますが，この8020の経緯を

考えると，厚生省の，20本の歯があれば何とか

なるだろうというような流れから，一挙に歯科

医師会が8020に乗ったように思います。本当

に20本の評価が正しいのか。しかも，それが予

防の部分が大変多いとすれば，厚生省主導でも

う少し予防面に実質給付があってもいいのでは

ないかと思います。全くその点はなく，歯科医

師に全部おっかぶせているような感じを受けま

す。そういう意味で，このQOLの実際の患者

にどの程度の啓蒙を受けているのかを伺いた

い。この点，上野教授如何でしょうか。

　石川：御指名があります。簡略に御趣旨の問

題をどうぞ。

　上野：どのくらいどこがそれによって影響を

受けるかというところまでは本当の話，まだ調

べられてはいないようです。

　治療についてはいろいろと言われています

が，本来の予防が主体に行われれば，医療費の

抑制にはもっと有効だと思います。そのときに

今の歯科医師はどうするのかとなると，1つ問

題がでてきます。ある国のように地域の健康管

理によってある程度の保障ができる医療制度

で，そこに加わった治療に関しての収入がプラ

スアルファされる対策ができればよろしいが，

我が国の現状では，予防で医療費の削減ができ

るから，その方向に進むのは困難な気がします。

　石川：何かほかに主題でありますQOLを考

えるということで，どなたか御発言ございます

か。

　會田（県保険課）：先ほど田中教授から請求

ゲームというお話が出ました。確かに現在まで

歯科医師会と厚生省の締めっけとの攻めぎ合い

によって，現在，非常に複雑な保険点数制度と

いうものになっています。今後の方針としては

予防と管理の方向に関する点数づけをという動
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きは確かにあります。ただ，残念なことは，管

理，管理といっても，例えば今回から義歯の新

しい制度が入りましたが，その半年後に300

点，1年後にまた500点という導入では非常に

面倒である。患者は入れ歯を入れたら来なく

なってしまうなど開業医の方からの批判もかな

りあります。ですから，管理という方向づけが

なされていますが，なるべく長期に亘つて患者

を見ていただきたい。残念ながらその点数制度

そのものは十分ではないと思いますが，今後，

厚生省の方もそういった方向に移り変わりつつ

あるというのは事実だと思います。また，実際

に管理は非常に難しいです。私自身，その患者

を前にして，果たしてどうして管理をしていい

かというのがわからないのが正直なところで

す。大学にお願いしたいのは，地域の開業医の

方をリードする意味で，理想的な管理の方法を

アピールして下さい。

　石川：ありがとうございます。医療の質，患

者さんが歯科医療を受ける質の問題には，患者

さんのサイドと医師のサイドで経済の問題は，

切って切り離すことできません。ましてや日本

の医療の多くが保険医療下ですから，いろいろ

お話があったことを当然考えていかなければな

りません。実際の歯科医療が予防へ，そして管

理，健康の増進との方向に行けば，必然的に制

度は変わるべきものと思います。

　田中：私は，経済性については大切であると

は理解しますけれども，これに対応できるよう

な歯科医学の進歩がQOLに向かって進行して

いるかどうかということにはすごく危惧してい

ます。

　それからもう一っは，先ほどの栄養という問

題。私は咀噌と栄養ということに大変興味を持

ち，いろいろ医学面で調べ，消化に関しての理

解，また栄養の問題，単に総トータルした幾ら

の栄養素の量の問題だけであって，噛まれたも

のがどれだけ吸収されるか，そのときの全身

的，口腔的な疾患とのかかわりがどうかなどに

ついては医学，歯科医学とも，全くなされてい

ないことを痛感しました。
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　石川：どなたか，別の課題でも。

　甘利：定期的な健診について，小児の歯科で

は，それを行わないのは小児歯科医でないと言

われる。ですから，小さいときから健診を行う

習慣が大切です。大人になっていく間に，長期

でのいろいろな変化が観察できる。それによっ

て初めて多くの症例を見て体系化されると思い

ます。ぜひ御自分の診ておられる患者さんの状

態をフォローすることが大切ではないかと私は

強調します。それは患者さんから教えられるこ

とがたくさんでてきます。

　それから，栄養の問題がでていますが，子供

の咀囎と食品のかたさの中で，これは決して栄

養のことではなく，あくまでも食品の硬さのこ

とです。小児歯科学会では，家政学部栄養学科

との共同研究で少しずつデータが出始めまし

た。ただ単にカロリーだけでなく調理法のこと

なども含めて，咀噌との関連つけを考えてゆく

ことが大切と思います。よくかあない子はお話

がうまくない，舌を突き出したような発音をす

る。また，食べ物をうまく飲み込まないなど，

臨床で感じています。

　石川：今回のテーマが「歯科医療における

QOLを考える」ということで，このような学会

の席上ですから，どうしても医療人の立場から

を主体としたお話になっています。地域に活躍

する良医を育てるという本学の建学の精神の中

で，歯学部もよりよい歯科医師の養成を行う教

育機関です。その学会です。そんな意味で歯科

医療におけるQOLを考えるシンポジウムの課

題が出ました。当然のことテーマは多いので
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す。結論的なものを出すことは所せんむずかし

いです。患者さんとよりよきチームを組むため

には，インフォームド・コンセントが大切であ

ります。歯科医療を一生懸命におやりになる方

は，患者さんの口をよく診，多くの情報を得よ

うとすればするほど口の中をよく診るがため

に，患者さんは口を塞がれて，コミュニケー

ションができない。先生に訴えることができな

い。先生からの問に対しては，単に，「あ」とか，

「うん」とかになってしまう。それが歯科医師と

患者さんの間がうまく協調できない，患者さん

が自己決定することができない，先生の言いな

りになってしまうというようなこととなりま

す。また，いろいろ医療を充実させ，質を向上

させていく役割というのは私たちがしっかり考

えなくてはいけません。課題は多々ありましょ

う。

　時間の関係上，この辺で第二部の討論を閉じ

させていただきます。私たちのこの歯学会は二

十歳，成人となりました。節目を一っの出発点

として日常の教育，臨床あるいは研究に，さら

には行政の面に会員の皆様が御活躍いただくこ

とを祈念しまして，与えられましたシンポジゥ

ムの座長の責任をとらしていただきます。

　5人の講師の方，お忙しいところを本当にあ

りがとうございました。また，長時間会場でご

参加し討論に加わっていただきました方々に対

し厚く御礼を申し上げます。ありがとうござい

ました。これで記念シンポジウムを閉じさせて

いただきます。（拍手）


